
4．フライブルク市の交通政策、マイカー交通の静

寂化とマイカー交通の結束化（交通政策の柱Nr.３/５

とNr.４/５）

引き続いて、フライブルク市の交通政策の５本の

柱の３本目、４本目を紹介しましょう。

フライブルク市が目指した都市計画とは、自動車

交通と暮らしをできるかぎり切り離すことです。つ

まり、時速40、50キロやそれ以上で自動車交通が通

行する道路は、できるかぎり取りまとめ、交差点を

できるかぎり排除し、居住地域と交わらなくする。

同時に、居住区域における車の通行は原則時速30キ

ロ以下としており、数多くの通りでは歩行者と自転

車、車、そして道で遊ぶ子供が揃って同じ権利を有

する「遊びの道路（正式には交通静寂化区間）」を設

置しています。こうした都市計画によって、市民の

90％までが時速30キロ以下の徐行区間で生活するこ

とが可能となり、幹線道路の高速化によって市内の

自動車交通のスピードが著しく下がることを防いで

います。

このような取り組みを精力的に行っていることか

ら、例えば、フライブルク市の交通計画者は、GPS

とカーナビ、ITSによる交通渋滞情報などを活用した

大掛かりな渋滞回避システムには否定的です。幹線

道路や高速道路が渋滞した際に、カーナビが抜け道

を検索し、そちらへ車交通を誘導することになると、

せっかく居住区と車の高速移動区間を区切った意味

が無くなってしまうからです。つまり、車交通の渋

滞の解決策とは、さらにその範囲を広げて、渋滞を

薄めることではなく、車と切り離した生活環境を市

民に提供することで、過度な車依存の暮らしから決

別する機運を高めることだというわけです。この部

分の思想が、日本の地方都市には是非必要となるで

しょう。

さらに、1969年から検討されていた市内中心部か

らの車の締め出しも、２年間の試験的な交通調査の

後で、段階的に推し進められ、1972年には中心街エ

リア（面積およそ１キロ×１キロ四方）からは、バ

スとトラムを除く、マイカー交通が締め出されまし
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た。トランジットモールなどと呼ばれるこうした歩

行者天国区間は、今でこそ日本の地方都市でも検討

が始まっていますが、1969年という時代背景、つま

り、モータリゼーションが推し進められ、車交通が

社会正義であったこの時期においてのフライブルク

市の決断は、先進的というより他にないでしょう。

５．駐車場の料金誘導による駐車コンセプト（交

通政策の柱Nr.５/５）

それでは、フライブルク市の交通政策の最後の柱、

「駐車場の料金誘導による駐車コンセプト」について

お話します。

欧州の自治体は一般に公共がかなりの土地を所有

しており、日本以上に道路などの公共空間は広く作

られています。従って、市内の道路にはほとんどの

場合、パーキングメーターによる「駐車帯」が道路

脇に設置されています。この「駐車帯」は、最高で

２時間までの駐車を許すなどの制約はあるものの、

数が多く、面状に広がっているため、市内の駐車料

金を誘導することを可能としています。ですから、

市内中心部に近ければ近いほど、この「駐車帯」の

時間料金を上昇させることで、市内のその他の市営

駐車場や民間の駐車場の料金を誘導し、駐車料金に

よって市内の車の流れを抑制しようというコンセプ

トとなっています。

日本の首都圏では１時間あたり340円といっても驚

かないかもしれませんが、ドイツ人にとって、とり

わけ小さな都市におけるこの料金は驚異的です。こ

のように市内中心部では高額な駐車料金を請求する

代わりに、トラムの終点などの郊外部分には無料の

駐車場を設置することで、郊外から車によって進入

する移動者をトラムに乗り換えさせようというのが、

フライブルク市のP＆Rコンセプトでもあるのです。

このようなアメとムチの駐車場料金制度によって、

P＆Rが機能するかどうか、公共交通や自転車交通が

有利になるかどうか、推進されるかどうかが明確に

別れることになります。

６．フライブルク市の交通政策の成果

ここまで説明してきた交通政策によって、フライ
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ブルク市はどのような交通状況を手に入れたのでし

ょうか。それを知るためには、市内の人の移動を交

通手段割合で示したモーダルスプリット（交通分担

率）が参考になります。ドイツ、スイスにおける各

都市の値と、フライブルク市のそれを比較してみま

しょう。

このスライドを見ていただければお分かりのよう

に、徒歩交通、自転車交通、公共交通といった「環

境にやさしい交通」の割合を７割まで高め、マイカ

ー交通の割合を３割以下に抑えている都市は、ドイ

ツではフライブルク市のみ、その他には、スイスの

バーゼルとチューリッヒが存在するだけです。もち

ろん、日本の首都圏は、世界でも類を見ないほど人

口と経済活動が密集しているため、公共交通の割合

が非常に高く、ここで紹介した都市と単純に比べる

わけにはいきません。しかし、日本の20万から50万

人規模の地方都市では、車交通の割合を半分以下に

抑えている都市は、ほぼ存在しないことからもフラ

イブルク市とスイスの先進性が伺えます。こうして

みると、公共交通を国がかりで推進しているスイス

という例外を除くと、フライブルク市は世界でも類

を見ないほどバランスのとれた交通を実現していま

す。

もちろん、フライブルク市の交通政策にも欠点が

ないわけではありませんし、これから益々環境にや

さしい交通を発展させるためにも、改善すべき点は

数多く存在します。しかし、「モビレ」や「レギオ・

モビルカード」のような高度な複合型交通サービス

を市民に提供し、マイカーを所有しない人でも自由

に移動できる社会はフライブルクという自治体では

すでに提供されているのです。これから先には、原

油が高騰し、通常の市民がこれまでのように車を利

用できない事態が発生する可能性は高いといえるで

しょう。さらに、2050年までに温室効果ガスの排出

を７割から８割、工業先進諸国は削減しなければな

らなくなります。このような時代背景になったとし

ても、私たちはすべての市民が自由に移動できる社

会を目指さなければなりません。こうした社会の実

現は可能です。もちろん、フライブルク市が理想で、

すべてそれを目指すべきだというわけではありませ

んが、フライブルク市で実現されていることの多く

は、今の日本の自治体でも実現可能です。こうした

模範例をよく研究し、日本式の「環境に優しい交通」、

まずは自転車交通を促進することが必要だと感じま

す。

最後に下段の２枚の写真をお見せして、私の講演

を締めくくりたいと思います。

（終わり：講演の文章化、文責　村上敦）
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